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本技術的留意事項の位置づけ 

平成 22 年４月１日より、汚染土壌の処理を行う場合には、汚染土壌処理施設として業の

許可が必要となりました。 
汚染土壌処理施設に係る基準は、当該施設について、汚染土壌の処理に伴う事業場外への

汚染の拡散を防止することを含め、施設の構造が取り扱う汚染土壌の量及び汚染状態に応じ

た適正な処理が可能であることを確保することを目的としています。 
そこで上記の目的に資するため、汚染土壌処理施設に係る基準の審査等において、自治体

担当者が、当該施設が基準に適合しているかどうかを判断する際に留意すべき技術的な事項

を取りまとめました。 
さらに、今般特定有害物質としてクロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマ

ー）を追加したことや、土壌汚染対策法の改正等に伴い、各施設での処理の適否を中心に本

稿の改訂を行いました。 
なお、本技術的留意事項は平成 31 年３月現在で当課が把握した技術を基に作成していま

すので、今後の技術開発の進展によっては、処理に関する実証データの提示等により個別に

許可を与えることを妨げるものではありません。 
また、汚染土壌の適正な処理の確保のために必要な事項については、「汚染土壌の処理業に

関するガイドライン（改訂第４版）」も参考にしてください。 
 

令和２年 12 月 
環境省 水･大気環境局 土壌環境課 
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用語の定義 
本ガイドブックで使用している用語の定義を示す。 

 
用  語 説  明 

法 土壌汚染対策法（平成 14 年法律第 53 号） 

令 土壌汚染対策法施行令（平成 14 年政令第 336 号） 

規則 土壌汚染対策法施行規則（平成 14 年環境省令第 29 号） 

処理業省令 汚染土壌処理業に関する省令（平成 21 年環境省令第 10 号） 

処理業通知 
汚染土壌処理業の許可及び汚染土壌の処理に関する基準について（平成 31

年 3月 1 日付け環水大土発第 1903018号） 

告示第 24号 地下浸透防止措置（環境省告示第 24号 平成 22年 3月 29 日） 

告示第 25号 大気有害物質の測定方法（環境省告示第 25号 平成 22 年 3月 29日） 

告示第 8 号 
浄化等処理施設において浄化又は溶融が行われた汚染土壌の特定有害物質

による汚染状態の調査方法を定める件（環境省告示第 8 号 平成 31年 1月） 

処理業ガイドライン 汚染土壌の処理業に関するガイドライン 改訂第 4 版（平成 31 年 3 月） 

土壌溶出量基準 
土壌に水を加えた場合に溶出する特定有害物質の量に関する基準（規則第 31

条第 1 項） 

土壌含有量基準 土壌に含まれる特定有害物質の量に関する基準（規則第 31 条第 2 項） 

要措置区域 法第 6 条第 1 項の指定に係る区域 

形質変更時要届出区域 法第 11 条第 1 項の指定に係る区域 

要措置区域等 要措置区域又は形質変更時要届出区域 

自然由来等形質変更時要届

出区域 

形質変更時要届出区域のうち、土壌汚染状況調査の結果、当該土地の土壌の

特定有害物質による汚染が専ら自然由来又は専ら当該土地の造成に係る水面

埋立てに用いられた土砂に由来するものとして施行規則第 65条の 4に定める要

件に該当する土地の区域 

汚染土壌 

要措置区域等内の土地の土壌（指定調査機関が環境省令で定める方法により

調査した結果、特定有害物質による汚染状態が法第 6 条第 1 項第 1 号の環境

省令で定める基準に適合する都道府県知事が認めたものを除く。） 

自然由来等土壌 

自然由来等形質変更時要届出区域内の汚染土壌（自然由来等形質変更時要届

出区域から搬出された自然由来等土壌についても、その移動の履歴が継承され

た場合を含む） 

汚染土壌処理施設 汚染土壌の処理の事業の用に供する施設 

再処理汚染土壌処理施設 

汚染土壌処理施設において処理した汚染土壌であって土壌溶出量基準又は土

壌含有量基準に適合しない汚染状態にあるものを当該汚染土壌処理施設以外

の汚染土壌処理施設において処理する場合に当該処理を行う汚染土壌処理施

設 

埋立地 汚染土壌を埋立処理する場所 

浄化確認調査 告示第 8 号に定められた調査 

浄化等済土壌 

浄化等処理施設において浄化又は溶融が行われた汚染土壌であって、浄化確

認調査による調査の結果、特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準及

び土壌含有量基準に適合しているもの 

許可申請書 処理業省令様式第 1 に定める汚染土壌処理業許可申請書 

処理方法 汚染土壌の処理の方法 

特定有害物質等 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体 

飛散等 特定有害物質等の飛散、揮散及び流出 

揮発性特定有害物質 第一種特定有害物質、水銀及び PCB 

地下浸透防止措置 
処理業省令第 4 条第 1 号ルの環境大臣が定める汚水が地下に浸透すること

を防止するための措置 

汚水 汚染土壌の保管又は処理に伴って生じた汚水 

排出水 汚染土壌処理施設に係る事業場から排出される水 

地下水モニタリング設備 汚染土壌処理施設の周縁の地下水の水質を測定するための設備 

大気有害物質 
処理業省令第 4 条第 1 号ヲ(1)～(6)に掲げる物質、令第 1 条第 13 号に掲げ

る物質及びダイオキシン類 
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用  語 説  明 

大気有害物質処理設備 大気有害物質の量が許容限度を超えないようにするために必要な処理設備 

大気有害物質測定設備 大気有害物質の量を測定するための設備 

排出水基準 

排水基準を定める省令(昭和 46 年総理府令第 35 号)第 2 条の環境大臣が定

める方法により測定した場合における測定値が同令別表第一の上欄に掲げ

る有害物質の種類及び別表第二の上欄に掲げる項目ごとにそれぞれの表下

欄に掲げる許容限度(水質汚濁防止法第 3 条第 3 項の規定により排水基準が

定められた場合においては、当該排水基準で定める許容限度を含む)並びに

ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成 11 年総理府令第 67 号)第 2

条第 1 項第 2 号に規定する方法により測定した場合における測定値が同令

別表第二の下欄に掲げる許容限度(ダイオキシン類対策特別措置法第 8 条第

3 項の規定により排出基準が定められた場合においては、当該排出基準で定

める許容限度を含む。) 

排除基準 

下水道法施行令第（昭和 34 年政令第 147 号）第 9条の 4 第 1 項各号に掲げ

る物質についてそれぞれ当該各号に定める基準（下水道法（昭和 33 年法律

第 79 号）第 12 条の 2 第 3 項の規定により同令第 9 条の 5 第 1 項各号に掲

げる項目に関して水質の基準が定められている場合においては、当該水質の

基準を含む。） 

廃棄物処理法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年 12月 25 日法律第 137 号） 

判定基準省令 

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令（昭和 46 年政令第 201

号）第 5 条第 1 項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む

廃棄物に係る判定基準を定める省令（昭和 48 年総理府令第 6 号） 

水底土砂判定基準 判定基準省令第 1 条第 2 項及び第 3 項に規定する基準 

排水処理設備 
汚水を排出水基準及び排除基準を超えないようにするために必要な処理設

備 
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